
　土地改良区の運営は、組合員の皆様から徴収する賦課金で賄われています。令和４年から続く電気料金高
騰は、用水排水にポンプ運転を必要とする当改良区では、非常に大きな負担となっています。この間、組合員の
皆様から揚水機場の運転時間短縮にご協力いただき、また国県市の補助金がありましたので、必要最小限の
基金を繰り入れることで改良区運営を行ってきました。しかしながら、令和７年度以降は国県市の補助は見込
めない状況ですし、ポンプの運転時間削減も限界だという声を多く聞きます。また工事関連単価もこの２年で人
件費で1.2倍、資材費で1.5倍に値上がりしました。そういった状況で、施設の更新事業や突然の災害対応な
どに充てるための基金を毎年の電気料に補填していくことは、この先の改良区運営の継続が危ぶまれるこ
とになりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

　令和７年度は共通賦課金を据え置き組合員への説明期間とし、令和８年度、９年度でそれぞれ１千円値上
げする計画です。引き続き経費削減に努めてまいりますので、組合員の皆様のご理解ご協力をお願い申し
上げます。

賦課金値上げにご理解ください

賦課金値上げの内容
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工事関連単価の推移 揚排水機等電気料支出

※令和７年度は最も高かった令和５年度並みで計上した場合
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排水フリューム1000型

塩ビ管300mm 実質負担額 補助金

（66,750）（66,750）

（94,541）（94,541）

（130,600）（130,600） （130,600）（130,600）

（106,920）（106,920）

令和７年度

田：11,500円

畑： 2,875円

令和８年度

田：12,500円

畑： 3,125円

令和９年度

田：13,500円

畑： 3,375円
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